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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線デバイスが接続される通信システムの監視及び管理を行う監視管理装置にお
いて、
　前記通信システムに接続されている無線デバイスの接続状況を示す接続情報を記憶する
記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記接続情報に基づいて、前記通信システムに接続されている
無線デバイスを表示する表示部と、
　前記表示部に表示される無線デバイスに対する指示が入力される入力部と、
　無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停止指示が前記入力部に入力さ
れた場合に、前記記憶部に記憶された前記接続情報を参照して、予め設定された条件に合
致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行う制御部と
　を備えることを特徴とする監視管理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記通信システムに接続されている無線デバイスのうち、前記一括停止
指示が入力される前に前記入力部に入力された指示に基づいて特定された無線デバイス以
外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行うことを特徴とする請求項１記載
の監視管理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記入力部に入力された指示に基づいて特定された無線デバイスの通信
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経路が他の無線デバイスを介して確立されている場合には、特定された無線デバイス及び
該他の無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行うことを特
徴とする請求項２記載の監視管理装置。
【請求項４】
　前記無線デバイスの各々には、優先順位が設定されており、
　前記制御部は、前記入力部に入力される指示に基づいて設定される優先順位よりも低い
優先順位が設定された無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の監視管理装置。
【請求項５】
　複数の無線デバイスが接続される通信システムの監視及び管理をコンピュータで実現さ
せる監視管理プログラムであって、
　前記コンピュータを、前記通信システムに接続されている無線デバイスの接続状況を示
す接続情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記接続情報に基づいて、前記通信システムに接続されてい
る無線デバイスを表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示される無線デバイスに対する指示が入力される入力手段と、
　無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停止指示が前記入力手段に入力
された場合に、前記記憶手段に記憶された前記接続情報を参照して、予め設定された条件
に合致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行う制御
手段と
　して機能させることを特徴とする監視管理プログラム。
【請求項６】
　請求項５記載の監視管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線デバイスが接続される通信システムの監視及び管理を行う監視管理装置
及び監視管理プログラム、並びに当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線デバイスの一種であるフィールド機器は、流量計や温度センサ等のセンサ機器、流
量制御弁や開閉弁等のバルブ機器、ファンやモータ等のアクチュエータ機器、その他のプ
ラントや工場に設置される機器である。従来のフィールド機器は、プラント等に敷設され
た有線のフィールドバスを介して測定信号や制御信号等の各種信号の送受信を行うものが
殆どであったが、近年では、ＩＳＡ１００．１１ａやＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ等の産業
用無線通信規格に準拠して無線により各種信号の送受信を行うフィールド機器（無線フィ
ールド機器）が実現されている。
【０００３】
　ここで、上記の無線通信規格ＩＳＡ１００．１１ａは、国際計測制御学会（ＩＳＡ：In
ternational Society of Automation）で策定されたインダストリアル・オートメーショ
ン用無線通信規格であり、上記のＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴは、米国のＨＡＲＴ（Highwa
y Addressable Remote Transducer）通信協会によって提唱された無線通信用規格である
。このような無線通信規格に準拠した無線フィールド機器は、無線通信が可能であるため
、有線のフィールドバスの配線が困難であった場所や配線工事が不経済であった場所への
設置等を容易に行うことができる等のメリットがある。
【０００４】
　上記の無線通信規格ＩＳＡ１００．１１ａに準拠した通信システムは、大別すると、無
線デバイス、ゲートウェイ、システムマネージャ、及び監視管理装置から構成される。無
線デバイスは、上述した無線フィールド機器等であり、ゲートウェイとの間で無線パケッ
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トの送受信を行う。ゲートウェイは、システムマネージャが接続される有線ネットワーク
と、無線デバイスが接続される無線ネットワークとを接続して、システムマネージャと無
線デバイスとの間で送受信されるパケットを中継する。
【０００５】
　システムマネージャは、無線デバイスとの間で通信を行うために必要な各種情報の管理
等を行うことによって通信システムを統括して管理する。監視管理装置は、通信システム
の管理者によって操作され、システムマネージャが管理している各種情報の表示等を行う
とともに、管理者の指示に応じた各種設定をシステムマネージャに対して行う。尚、以下
の特許文献１には、温度や流量等の物理量を測定するセンサノードと、これらセンサノー
ドを監視する監視システムとがゲートウェイノードを介して接続された通信システムが開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２６０４５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、プラント等に設置される通信システムは、ゲートウェイと複数の無線デバイ
スとの間にそれぞれ通信経路（無線通信経路）が確立され、ゲートウェイと複数の無線デ
バイスとの間で並行して通信が行われるのが一般的である。しかしながら、通信システム
の試験時或いは緊急時には、特定の無線デバイス以外の無線デバイスとゲートウェイとの
間の通信を停止させて、その特定の無線デバイスの通信を優先させたい場合がある。
【０００８】
　例えば、通信システムの無線ネットワークを構築するときに行われる接続確認試験、或
いは、無線デバイスが受信したパケットを的確に処理しているか否かを確認する試験では
、試験対象の無線デバイス以外の無線デバイスの通信が停止された状態で試験が行われる
。また、自然災害等が発生した緊急時には、優先度の低い他の通信を停止してでも、優先
度の高い通信（例えば、弁の開閉等を行う制御データの送信）を迅速に行う必要がある。
尚、無線デバイスの交換を行う場合にも、交換対象の無線デバイス以外の無線デバイスの
通信が停止される。
【０００９】
　ゲートウェイと無線デバイスとの間の通信は、管理者が監視管理装置を操作して１つの
無線デバイスを選択し、選択した無線デバイスの通信を停止させる旨の指示を行えば、シ
ステムマネージャによって停止される。しかしながら、特定の無線デバイス以外の無線デ
バイスを停止させるには、管理者が特定の無線デバイス以外の全ての無線デバイスに対し
て以上の指示を行う必要があることから多大な手間及び時間を要し、緊急時に対応するこ
とは困難であるという問題がある。また、通信システムの規模が大きくなるほど通信を停
止させる無線デバイスを指示する手間が増大するため、誤操作が発生する可能性も高くな
るという問題がある。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、特定の無線デバイス以外の無線デバイ
スの通信を、極めて容易な操作で迅速に停止させることができる監視管理装置及び監視管
理プログラム、並びに当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の監視管理装置は、複数の無線デバイス（１ａ～１
ｅ）が接続される通信システム（ＣＳ１、ＣＳ２）の監視及び管理を行う監視管理装置（
４～６）において、前記通信システムに接続されている無線デバイスの接続状況を示す接
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続情報（Ｄ１、Ｄ２）を記憶する記憶部（１４）と、前記記憶部に記憶された前記接続情
報に基づいて、前記通信システムに接続されている無線デバイスを表示する表示部（１２
）と、前記表示部に表示される無線デバイスに対する指示が入力される入力部（１１）と
、無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停止指示が前記入力部に入力さ
れた場合に、前記記憶部に記憶された前記接続情報を参照して、予め設定された条件に合
致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行う制御部（
１５）とを備えることを特徴としている。
　この発明によると、通信システムに接続されている無線デバイスの通信を一括して停止
させる旨を示す一括停止指示が入力されると、記憶部に記憶された接続情報が参照されて
、予め設定された条件に合致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止
させる制御が行われる。
　また、本発明の監視管理装置は、前記制御部が、前記通信システムに接続されている無
線デバイスのうち、前記一括停止指示が入力される前に前記入力部に入力された指示に基
づいて特定された無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行
うことを特徴としている。
　また、本発明の監視管理装置は、前記制御部が、前記入力部に入力された指示に基づい
て特定された無線デバイスの通信経路が他の無線デバイスを介して確立されている場合に
は、特定された無線デバイス及び該他の無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的
に停止させる制御を行うことを特徴としている。
　或いは、本発明の監視管理装置は、前記無線デバイスの各々には、優先順位が設定され
ており、前記制御部が、前記入力部に入力される指示に基づいて設定される優先順位より
も低い優先順位が設定された無線デバイスの通信を一時的に停止させる制御を行うことを
特徴としている。
　本発明の監視管理プログラムは、複数の無線デバイス（１ａ～１ｅ）が接続される通信
システム（ＣＳ１、ＣＳ２）の監視及び管理をコンピュータで実現させる監視管理プログ
ラムであって、前記コンピュータを、前記通信システムに接続されている無線デバイスの
接続状況を示す接続情報（Ｄ１、Ｄ２）を記憶する記憶手段（１４）と、前記記憶手段に
記憶された前記接続情報に基づいて、前記通信システムに接続されている無線デバイスを
表示する表示手段（１２）と、前記表示手段に表示される無線デバイスに対する指示が入
力される入力手段（１１）と、無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停
止指示が前記入力手段に入力された場合に、前記記憶手段に記憶された前記接続情報を参
照して、予め設定された条件に合致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的
に停止させる制御を行う制御手段（１５）として機能させることを特徴としている。
　本発明の記録媒体は、上記の監視管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体（Ｍ）である。
【００１２】
　また、監視管理方法は、複数の無線デバイス（１ａ～１ｅ）が接続される通信システム
（ＣＳ１、ＣＳ２）の監視及び管理を行う監視管理方法であって、前記通信システムに接
続されている無線デバイスの接続状況を示す接続情報（Ｄ１、Ｄ２）に基づいて、前記通
信システムに接続されている無線デバイスを表示する表示ステップと、前記表示ステップ
で表示された無線デバイスに対する指示が入力される入力ステップと、前記入力ステップ
で無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停止指示が入力された場合に、
前記接続情報を参照して、予め設定された条件に合致する無線デバイス以外の無線デバイ
スの通信を一時的に停止させる制御を行う制御ステップとを有することを特徴としている
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、通信システムに接続されている無線デバイスの通信を一括して停止さ
せる旨を示す一括停止指示が入力された場合に、記憶部に記憶された接続情報を参照して
、予め設定された条件に合致する無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一時的に停止
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させる制御を行っているため、特定の無線デバイス以外の無線デバイスの通信を、極めて
容易な操作で迅速に停止させることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態による監視管理装置によって監視及び管理される通信シス
テムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示す図
である。
【図４】本発明の第１実施形態において、監視管理装置に表示されるセッション及び無線
デバイスに関するパラメータを示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態による監視管理装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２実施形態による監視管理装置によって監視及び管理される通信シス
テムの全体構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示す図
である。
【図９】本発明の第３実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第３実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態による監視管理装置、監視管理プログラム、及
び記録媒体について詳細に説明する。
【００１６】
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態による監視管理装置によって監視及び管理される通信シ
ステムの全体構成を示すブロック図である。図１に示す通り、通信システムＣＳ１は、無
線デバイス１ａ～１ｄ、ゲートウェイ２、システムマネージャ３、及び監視管理装置４を
備えており、監視管理装置４の監視及び管理の下で、無線デバイス１ａ～１ｄとシステム
マネージャ３との間におけるゲートウェイ２を介した各種情報の通信が可能である。尚、
図１では４つの無線デバイス１ａ～１ｄを示しているが、無線デバイスの数は任意である
。
【００１７】
　無線デバイス１ａ～１ｄは、例えば流量計や温度センサ等のセンサ機器、流量制御弁や
開閉弁等のバルブ機器、ファンやモータ等のアクチュエータ機器等のプラントや工場に設
置される無線フィールド機器であり、インダストリアル・オートメーション用無線通信規
格であるＩＳＡ１００．１１ａに準拠した無線通信を行う。これら無線デバイス１ａ～１
ｄの動作は、システムマネージャ３からゲートウェイ２を介して送信されてくる制御デー
タに基づいて制御される。また、無線デバイス１ａ～１ｄで得られた測定データはゲート
ウェイ２を介してシステムマネージャ３に収集される。
【００１８】
　ゲートウェイ２は、システムマネージャ３及び監視管理装置４が接続される有線ネット
ワークＮ１と、無線デバイス１ａ～１ｄが接続される無線ネットワークＮ２とを接続し、
無線デバイス１ａ～１ｄとシステムマネージャ３との間で送受信される各種データの中継
を行う装置である。尚、ゲートウェイ２も上記の無線通信規格ＩＳＡ１００．１１ａに準
拠した無線通信を行う。
【００１９】
　システムマネージャ３は、有線ネットワークＮ１に接続されており、ゲートウェイ２に
よって形成される無線ネットワークＮ２を介して無線デバイス１ａ～１ｄとの間で通信を
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行いながら無線ネットワークＮ２に接続される無線デバイス１ａ～１ｄの制御等を行う。
具体的には、無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～１ｄの制御（例え
ば、弁の開閉等の制御）、及び無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～
１ｄで測定される測定データの収集等を行う。加えて、新たな無線デバイスを無線ネット
ワークに参入させるか否かの参入処理等も行う。
【００２０】
　監視管理装置４は、有線ネットワークＮ１に接続されており、システムマネージャ３と
の間で各種情報の授受を行って通信システムＣＳ１の監視及び管理を行う。具体的に、監
視管理装置４は、通信システムＣＳ１を監視するための各種情報（例えば、無線デバイス
１ａ～１ｄの接続状況を示す接続情報）をシステムマネージャ３から取得して表示する。
また、通信システムＣＳ１を管理するための各種指示をシステムマネージャ３に対して行
う。
【００２１】
　また、監視管理装置４は、システムマネージャ３を介さずに、無線ネットワークＮ２に
参入している無線デバイス１ａ～１ｄの通信を一時的に停止させる制御を行う。このよう
な制御を行うのは、試験時或いは緊急時等に無線ネットワークＮ２に参入している無線デ
バイス１ａ～１ｄのうちの特定の無線デバイスの通信を、他の無線デバイスの通信よりも
優先させるためである。
【００２２】
　図２は、本発明の第１実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である
。図２に示す通り、本実施形態の監視管理装置４は、入力部１１（入力手段）、表示部１
２（表示手段）、通信部１３、記憶部１４（記憶手段）、制御部１５（制御手段）、及び
ドライブ装置１６を備える。入力部１１は、キーボードやマウス等の入力装置を備えてお
り、監視管理装置４を操作する管理者（通信システムＣＳ１の管理者）の指示を入力する
。表示部１２は、液晶表示装置等の表示装置を備えており、制御部１５の制御の下で、無
線デバイス１ａ～１ｄに関するデバイス情報、無線デバイス１ａ～１ｄの接続状況を示す
接続情報（セッション情報）等の各種情報を表示する。
【００２３】
　通信部１３は、制御部１５の制御の下で、有線ネットワークＮ１に送出すべきパケット
の生成処理、生成したパケットの送出処理、及び有線ネットワークＮ１を介して送信され
てきたパケットの受信処理を行う。この通信部１３は、無線デバイス１ａ～１ｄの通信を
一定時間（例えば、６０秒）だけ一時的に停止させるパケットであるスリープパケットを
生成するスリープパケット生成部１３ａを備える。
【００２４】
　記憶部１４は、通信システムＣＳ１の監視及び管理を行う上で必要な情報やデータを記
憶する。具体的には、図２に示す通り、セッション情報Ｄ１、デバイス情報Ｄ２、及び通
信データＤ３等を記憶する。ここで、セッション情報Ｄ１は、無線デバイス１ａ～１ｄの
接続状況を示す接続情報であり、デバイス情報Ｄ２は、デバイス名や製造元等の無線デバ
イス１ａ～１ｄに関する情報である。また、通信データＤ３は、例えば無線デバイス１ａ
～１ｄからシステムマネージャ３に収集された測定データ等の、無線デバイス１ａ～１ｄ
とシステムマネージャ３との間で送受信されたデータである。
【００２５】
　制御部１５は、図２に示した各ブロックを制御して監視管理装置４の動作を統括して制
御することにより、通信システムＣＳ１の監視及び管理を行う。具体的には、通信部１３
を制御してシステムマネージャ３との間で通信を行うことにより、通信システムＣＳ１を
監視するための各種情報（例えば、無線デバイス１ａ～１ｄの接続状況を示す接続情報）
を取得する。また、取得した各種情報を記憶部１４に記憶させるとともに、その内容を表
示部１２に表示させる制御も行う。
【００２６】
　また、制御部１５は、無線デバイス選択部１５ａ、通信停止制御部１５ｂ、及びタイマ
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１５ｃを備えており、記憶部１４に記憶されたセッション情報Ｄ１及びデバイス情報Ｄ２
を参照して、無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～１ｄのうちの特定
の無線デバイス以外の無線デバイスの通信を一括して一時的に停止させる制御を行う。例
えば、入力部１１から入力される指示によって無線デバイス１ａが特定され、且つ、入力
部１１から無線デバイスの通信を一括して停止させる旨を示す一括停止指示が入力された
場合に、無線デバイス１ａ以外の無線デバイス１ｂ～１ｄの通信を一括して一時的に停止
させる制御を行う。
【００２７】
　無線デバイス選択部１５ａは、入力部１１から入力される指示に基づいて記憶部１４に
記憶されたセッション情報Ｄ１及びデバイス情報Ｄ２を参照し、通信を停止させる無線デ
バイスを選択する。上記の例では、入力部１１から入力される指示によって通信を停止さ
せずに継続させる無線デバイスとして無線デバイス１ａが特定されているため、無線デバ
イス選択部１５ａは、通信を停止させる無線デバイスとして無線デバイス１ａ以外の無線
デバイス１ｂ～１ｄを選択する。
【００２８】
　通信停止制御部１５ｂは、無線デバイス選択部１５ａで選択された無線デバイスの通信
を一時的に停止させる制御を行う。具体的には、通信部１３のスリープパケット生成部１
３ａを制御して、無線デバイス選択部１５ａで選択された無線デバイスに対してスリープ
パケットを送信する制御を行う。また、通信停止制御部１５ｂは、タイマ１５ｃを用いて
、通信が停止されてから再開されるまでの間に、入力部１１から一括停止指示がなされる
のを防止する制御も行う。
【００２９】
　タイマ１５ｃは、通信停止制御部１５ｂの制御の下で時間を計時する。具体的には、通
信停止制御部１５ｂによって無線デバイスに対するスリープパケットの送信制御が行われ
てからの時間を計時する。ここで、タイマ１５ｃが計時すべき時間は、スリープパケット
によって無線デバイス１ａ～１ｄの通信が停止される時間（例えば、６０秒）以上の時間
に設定されている。これは、無線デバイスの通信が停止されている間に一括停止指示がな
されるのを防止するためである。
【００３０】
　ドライブ装置１６は、例えばＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ（登録商標）－ＲＯＭ等のコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体Ｍに記録されているデータの読み出しを行う装置である。
例えば、通信システムＣＳ１の監視及び管理を行う上で必要な各種のデータを記録媒体Ｍ
に記録しておけば、必要なデータを必要なときにドライブ装置１６を用いて監視管理装置
４に読み込むことが可能である。
【００３１】
　ここで、上述した入力部１１～制御部１５の機能はハードウェアにより実現することも
できるが、ソフトウェアにより実現することもできる。つまり、入力部１１～制御部１５
の機能を実現するプログラムをコンピュータに実行させることにより実現しても良い。例
えば、入力部１１～制御部１５の機能を実現するプログラムを記録媒体Ｍに記録しておき
、ドライブ装置１６によって記録媒体Ｍに記録されたプログラムをコンピュータにインス
トールすることにより、入力部１１～制御部１５の機能をソフトウェアにより実現するこ
とが可能である。
【００３２】
　或いは、インターネット等のネットワークにコンピュータを接続し、記録媒体Ｍに記録
されたプログラムと同様のプログラムをネットワークからコンピュータにダウンロード可
能にしても良い。コンピュータにダウンロードされたプログラムは、ドライブ装置１６を
用いてコンピュータ読み取り可能な記録媒体Ｍから読み取る場合と同様にコンピュータに
インストールすることができる。
【００３３】
　図３は、本発明の第１実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示す
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図である。図３に示す通り、監視管理装置４の表示部１２に設けられた表示装置には、図
３中に示すウィンドウＷ１が表示される。このウィンドウＷ１には、表示内容を切り替え
るタブＴ１，Ｔ２が設けられている。タブＴ１は、無線デバイス１ａ～１ｄとゲートウェ
イ２との接続状況を示す情報をウィンドウＷ１内に表示させる「トポロジ」タブであり、
タブＴ２は、無線デバイス１ａ～１ｄとゲートウェイ２との間の通信状況をウィンドウＷ
１内に表示させる「通信状況」タブである。
【００３４】
　「トポロジ」タブＴ１が選択された場合には、図３に示す通り、トポロジ表示領域Ｒ０
、セッション情報表示領域Ｒ１、及びデバイス情報表示領域Ｒ２がウィンドウＷ１内に表
示される。トポロジ表示領域Ｒ０は、無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス
１ａ～１ｄとゲートウェイ２との接続関係（通信経路）がグラフィカルに表示される領域
である。セッション情報表示領域Ｒ１は、無線デバイス１ａ～１ｄの接続状況を示す接続
情報であるセッション（通信セッション）の内容が表示される領域である。デバイス情報
表示領域Ｒ２は、無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～１ｄに関する
情報が表示される領域である。
【００３５】
　トポロジ表示領域Ｒ０には、無線ネットワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～
１ｄ及びゲートウェイ２がアイコン表示されるとともに、これら無線デバイス１ａ～１ｄ
とゲートウェイ２との間に確立された通信経路を示す直線が各々のアイコンを結ぶように
実線又は破線で表示される。図３に示す例では、無線デバイス１ａ～１ｄを示す４つのア
イコンＡ１～Ａ４、ゲートウェイ２を示すアイコンＢ、及び無線デバイス１ａ～１ｄとゲ
ートウェイ２との間の通信経路を示す直線Ｌ１～Ｌ４が表示されている。トポロジ表示領
域Ｒ０に表示されたアイコン及び直線は、管理者が入力部１１の入力装置を操作すること
により１つ又は複数選択可能である。
【００３６】
　上記のセッション情報表示領域Ｒ１には、セッションリスト表示領域Ｒ１１とセッショ
ン詳細表示領域Ｒ１２とが設けられている。セッションリスト表示領域Ｒ１１は、無線デ
バイス１ａ～１ｄとゲートウェイ２との間に確立されているセッションの一覧（セッショ
ンリスト）が表示される領域であり、セッション詳細表示領域Ｒ１２は、セッションリス
ト中の１つのセッションの詳細な内容（パラメータ）が表示される領域である。セッショ
ンリスト表示領域Ｒ１１に表示されたセッションリスト中のセッションは、管理者が入力
部１１の入力装置を操作することにより１つ又は複数選択可能である。
【００３７】
　また、上記のデバイス情報表示領域Ｒ２には、デバイスリスト表示領域Ｒ２１とデバイ
ス詳細表示領域Ｒ２２とが設けられている。デバイスリスト表示領域Ｒ２１は、無線ネッ
トワークＮ２に参入している無線デバイス１ａ～１ｄの一覧（デバイスリスト）が表示さ
れる領域であり、デバイス詳細表示領域Ｒ２２は、デバイスリスト中の１つの無線デバイ
スの詳細な内容（パラメータ）が表示される領域である。デバイスリスト表示領域Ｒ２１
に表示されたデバイスリスト中の無線デバイスは、管理者が入力部１１の入力装置を操作
することにより１つ又は複数選択可能である。
【００３８】
　図４は、本発明の第１実施形態において、監視管理装置に表示されるセッション及び無
線デバイスに関するパラメータを示す図であって、（ａ）はセッションに関するパラメー
タを示す図であり、（ｂ）は無線デバイスに関するパラメータを示す図である。図４（ａ
）に示す通り、セッションに関するパラメータには、「ServiceType」、「ActivationTim
e」、「SourceDevice」、「SourceSAP」、「DestinationDevice」、「DestinationSAP」
、「ExpirationTime」、「Priority」、「NSDUSize」がある。
【００３９】
　「ServiceType」は通信の種類（定期的通信又は非定期的通信）を示パラメータであり
、「ActivationTime」はセッションの使用可能な時間を示すパラメータである。「Source
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Device」及び「SourceSAP」はセッションの送信元のデバイス名及びプロセス名をそれぞ
れ示すパラメータであり、「DestinationDevice」及び「DestinationeSAP」はセッション
の送信先のデバイス名及びプロセス名をそれぞれ示すパラメータである。また、「Expira
tionTime」はセッションが期限切れになる時間を示すパラメータであり、「Priority」は
セッションの優先度を示すパラメータであり、「NSDUSize」はＮＳＤＵ（Network-layer 
Service Data Unit：ネットワーク層サービス・データ単位）のサイズを示すパラメータ
である。
【００４０】
　また、図４（ｂ）に示す通り、無線デバイスに関するパラメータには、「DeviceName」
、「Role」、「VendorName」、「ModelName」がある。「DeviceName」は無線デバイスの
デバイス名を示すパラメータであり、「Role」は無線デバイスに設定されている役割を示
すパラメータであり、「VendorName」は無線デバイスの製造元を示すパラメータであり、
「ModelName」は無線デバイスのモデル名を示すパラメータである。
【００４１】
　また、図３に示す例では、セッション情報表示領域Ｒ１内に一括停止ボタンＢ１が設け
られている。この一括停止ボタンＢ１は、予め設定された条件に合致する無線デバイス以
外の無線デバイスの通信を一時的に停止させるためのボタンである。具体的には、トポロ
ジ表示領域Ｒ０、セッション情報表示領域Ｒ１、及びデバイス情報表示領域Ｒ２のうちの
何れかの領域で選択（特定）された無線デバイス以外の無線デバイスの通信、又は、これ
らの領域で選択（特定）された通信経路以外の通信経路を介して行われる通信を一括して
一時的に停止させるボタンである。この一括停止ボタンＢ１は、管理者が入力部１１の入
力装置を操作することにより押下することが可能である。
【００４２】
　次に、上記構成における監視管理装置の動作について説明する。図５は、本発明の第１
実施形態による監視管理装置の動作を示すフローチャートである。尚、以下では、通信シ
ステムＣＳ１の無線ネットワークに４つの無線デバイス１ａ～１ｄが参入しているものと
し、これら無線デバイス１ａ～１ｄについてのセッション情報Ｄ１及びデバイス情報Ｄ２
が監視管理装置４の記憶部１４に記憶されているものとする。また、以下では、無線デバ
イス１ａ～１ｄのうちの無線デバイス１ａ以外の無線デバイス１ｂ～１ｄの通信を一時的
に停止させる場合の動作を例に挙げて説明する。
【００４３】
　まず、通信システムＣＳ１の管理者によって、監視管理装置４の表示部１２に設けられ
た表示装置に表示されるウィンドウＷ１（図３参照）の内容が参照されて無線デバイス１
ａ～１ｄの接続状況が確認される。尚、図３に示すウィンドウＷ１が表示装置に表示され
ていない場合には、監視管理装置４に設けられた入力部１１の入力装置を管理者が操作し
てウィンドウＷ１を表示させる。
【００４４】
　無線デバイス１ａ～１ｄの接続状況が確認されると、通信システムＣＳ１の管理者によ
って監視管理装置４の入力部１１に設けられた入力装置が操作され、無線デバイス１ａ～
１ｄから通信を継続させる無線デバイス１ａを特定する処理が行われる（ステップＳ１１
）。具体的には、図３に示すウィンドウＷ１内のトポロジ表示領域Ｒ０に表示されたアイ
コンＡ１及び直線Ｌ１、セッションリスト表示領域Ｒ１１に表示されたセッションリスト
中の無線デバイス１ａについてのセッション、並びにデバイスリスト表示領域Ｒ２１に表
示されたデバイスリスト中の無線デバイス１ａの何れか１つを特定する操作が通信システ
ムＣＳ１の管理者によってなされ、特定された無線デバイス１ａを示す情報が制御部１５
に入力される。
【００４５】
　次に、図３に示すウィンドウＷ１のセッション情報表示領域Ｒ１内に設けられた一括停
止ボタンＢ１が通信システムＣＳ１の管理者によって押下されたか否かが制御部１５で判
断される（ステップＳ１２）。一括停止ボタンＢ１が押下されていない場合（判断結果が
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「ＮＯ」の場合）には、ステップＳ１１に戻り、通信を継続させる無線デバイス１ａを特
定する処理が行われる。
【００４６】
　これ対し、一括停止ボタンＢ１が押下された場合（ステップＳ１２の判断結果が「ＹＥ
Ｓ」の場合）には、通信を停止させる無線デバイスを選択する処理が無線デバイス選択部
１５ａによって行われる（ステップＳ１３）。具体的には、記憶部１４に記憶されたセッ
ション情報Ｄ１及びデバイス情報Ｄ２が無線デバイス選択部１５ａによって参照され、無
線ネットワークに参入している全ての無線デバイス１ａ～１ｄのうちから、一括停止ボタ
ンＢ１が押下される前にステップＳ１１で特定された無線デバイス１ａ以外の無線デバイ
ス１ｂ～１ｄを選択する処理が行われる。
【００４７】
　次いで、無線デバイス選択部１５ａで選択された無線デバイス１ｂ～１ｄの通信を一時
的に停止させる処理が通信停止制御部１５ｂによって行われる（ステップＳ１４）。具体
的には、通信停止処理部１５ｂによって通信部１３のスリープパケット生成部１３ａが制
御され、無線デバイス選択部１５ａで選択された無線デバイス１ｂ～１ｄに対してスリー
プパケットを送信する処理が行われる。
【００４８】
　監視管理装置４から送信されたスリープパケットが無線デバイス１ｂ～１ｄに受信され
ると、無線デバイス１ｂ～１ｄは監視管理装置４に対してスリープパケットを受信した旨
を示す応答を行った後にスリープ状態になる。これにより、無線デバイス１ｂ～１ｄの通
信が一定時間（例えば、６０秒）だけ停止される。尚、スリープパケットを送信した無線
デバイスからスリープパケットを受信した旨を示す応答が無い場合には、その無線デバイ
スに対してスリープパケットを再送する処理が通信停止制御部１５ｂによって行われる。
【００４９】
　以上の処理が終了すると、タイマ１５ｃの計時を開始させ（ステップＳ１５）、ウィン
ドウＷ１内に設けられた一括停止ボタンＢ１及び通信を一時的に停止した無線デバイス１
ｂ～１ｄについてのアイコン等を非アクティブに変更する処理が通信停止制御部１５ｂに
よって行われる（ステップＳ１６）。具体的には、ウィンドウＷ１内に設けられた一括停
止ボタンＢ１、トポロジ表示領域Ｒ０に表示されたアイコンＡ２～Ａ４及び直線Ｌ２～Ｌ
４、セッションリスト表示領域Ｒ１１に表示されたセッションリスト中の無線デバイス１
ｂ～１ｄについてのセッション、並びにデバイスリスト表示領域Ｒ２１に表示されたデバ
イスリスト中の無線デバイス１ｂ～１ｄが非アクティブにされる。これにより、一括停止
ボタンＢ１及びアイコンＡ２～Ａ４等に対する操作が不可になる。
【００５０】
　次に、タイマ１５ｃの計時が終了したか否かが通信停止制御部１５ｂで判断される（ス
テップＳ１７）。タイマ１５ｃの計時が終了していないと判断した場合（判断結果が「Ｎ
Ｏ」の場合）にはステップＳ１７の処理が継続される。これに対し、タイマ１５ｃの計時
が終了したと判断した場合（判断結果が「ＹＥＳ」の場合）には、ステップＳ１６で非ア
クディブに変更した一括停止ボタンＢ１及びアイコンＡ２～Ａ４等をアクティブに変更す
る処理が通信停止制御部１５ｂによって行われる（ステップＳ１８）。
【００５１】
　ここで、タイマ１５ｃが計時すべき時間は、無線デバイス１ｂ～１ｄの通信が停止され
る時間（例えば、６０秒）以上の時間に設定されている。このため、無線デバイス１ｂ～
１ｄに故障等が生じていなければ、タイマ１５ｃの計時が終了する時点においては、無線
デバイス１ｂ～１ｄの通信が再開されている。このため、タイマ１５ｃの計時が終了して
からアクティブに変更された一括停止ボタンＢ１及びアイコンＡ２～Ａ４を操作されると
、その操作内容に応じた無線デバイス以外の無線デバイスの通信を同様に停止させること
が可能である。
【００５２】
　以上の通り、本実施形態では、通信を継続させる無線デバイス１ａが特定されて一括停
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止ボタンＢ１が押下された場合に、記憶部１４に記憶されたセッション情報Ｄ１及びデバ
イス情報Ｄ２を参照して無線デバイス１ａ以外の無線デバイス１ｂ～１ｄを選択し、選択
した無線デバイス１ｂ～１ｄの通信を一括して停止するようにしている。このため、通信
システムＣＳ１の管理者によって特定された無線デバイス１ａ以外の無線デバイス１ｂ～
１ｄの通信を、極めて容易な操作で迅速に停止させることができる。
【００５３】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。以上説明した第１実施形態は、無線通
信ネットワークに参入している無線デバイス１ａ～１ｄの接続形態が、ゲートウェイ２に
対して直接接続される接続形態（所謂、シングルホップ接続）であることを前提としたも
のであった。本実施形態は、無線通信ネットワークに参入している無線デバイスの接続形
態が、他の無線デバイスを介してゲートウェイ２に接続される接続形態（所謂、マルチホ
ップ接続）であっても、特定の無線デバイス以外の無線デバイスの通信停止を可能とする
ものである。
【００５４】
　図６は、本発明の第２実施形態による監視管理装置によって監視及び管理される通信シ
ステムの全体構成を示すブロック図である。図６に示す通り、通信システムＣＳ２は、無
線デバイス１ａ～１ｅ、ゲートウェイ２、システムマネージャ３、及び監視管理装置５を
備えており、監視管理装置５の監視及び管理の下で、無線デバイス１ａ～１ｅとシステム
マネージャ３との間におけるゲートウェイ２を介した各種情報の通信が可能である。尚、
図６中の無線デバイス１ａ～１ｄ、ゲートウェイ２、及びシステムマネージャ３は、図１
に示すものと同じものである。
【００５５】
　図６に示す通り、無線デバイス１ａ～１ｅのうちの無線デバイス１ａ～１ｄは、第１実
施形態と同様に、ゲートウェイ２に直接接続されている。これに対し、無線デバイス１ａ
～１ｅのうちの無線デバイス１ｅは、無線デバイス１ｂを介してゲートウェイ２に接続さ
れている。つまり、無線デバイス１ｅとゲートウェイ２との間の通信経路は、無線デバイ
ス１ｂを介して確立されている。尚、無線デバイスを介してゲートウェイ２に接続されて
いる無線デバイスは複数存在していても良い。
【００５６】
　図７は、本発明の第２実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である
。図７に示す通り、本実施形態の監視管理装置５は、入力部１１（入力手段）、表示部１
２（表示手段）、通信部１３、記憶部１４（記憶手段）、制御部１５（制御手段）、及び
ドライブ装置１６を備えており、図２に示す監視管理装置４とほぼ同様の構成であるが、
制御部１５に通信経路探索部１５ｄが設けられている点が図２に示す監視管理装置４とは
相違する。
【００５７】
　通信経路探索部１５ｄは、記憶部１４に記憶されたセッション情報Ｄ１及びデバイス情
報Ｄ２を参照して無線デバイスの通信経路を探索する。具体的には、図４（ａ）に示すセ
ッションに関するパラメータ「SourceDevice」（或いは「SourceSAP」）及び「Destinati
onDevice」（或いは「DestinationSAP」）を用いて、マルチホップ接続されている無線デ
バイス１ｅからゲートウェイ２までの通信経路を逆順に探索する。
【００５８】
　ここで、本実施形態においても、上述した入力部１１～制御部１５の機能はハードウェ
アにより実現することもできるが、ソフトウェアにより実現することもできる。つまり、
記録媒体Ｍに記録されたプログラム（入力部１１～制御部１５の機能を実現するプログラ
ム）をドライブ装置１６を用いて読み出してコンピュータにインストールし、或いは、イ
ンターネット等のネットワークを介して記録媒体Ｍに記録されたプログラムと同様のプロ
グラムをダウンロードしてコンピュータにインストールすることにより、入力部１１～制
御部１５の機能をソフトウェアにより実現できる。
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【００５９】
　図８は、本発明の第２実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示す
図である。図８に示す通り、監視管理装置５の表示部１２に設けられた表示装置には、図
８中に示すウィンドウＷ２が表示される。このウィンドウＷ２には、図３に示すウィンド
ウＷ１と同様に、「トポロジ」タブＴ１及び「通信状況」タブＴ２が設けられており、「
トポロジ」タブＴ１が選択された場合には、トポロジ表示領域Ｒ０、セッション情報表示
領域Ｒ１、及びデバイス情報表示領域Ｒ２がウィンドウＷ２内に表示される。
【００６０】
　ここで、図６に示す無線デバイス１ａ～１ｅのうちの無線デバイス１ａ～１ｄは、第１
実施形態と同様に、ゲートウェイ２に直接接続されている。このため、ウィンドウＷ２内
のトポロジ表示領域Ｒ０には、無線デバイス１ａ～１ｄを示す４つのアイコンＡ１～Ａ４
、ゲートウェイ２を示すアイコンＢ、及び無線デバイス１ａ～１ｄとゲートウェイ２との
間の通信経路を示す直線Ｌ１～Ｌ４が表示される。また、図６に示す残りの無線デバイス
１ｅは、通信デバイス１ｂを介してゲートウェイ２に接続されている。このため、ウィン
ドウＷ２内のトポロジ表示領域Ｒ０には、無線デバイス１ｅを示すアイコンＡ５、及び、
無線デバイス１ｅと無線デバイス１ｂとの間の通信経路を示す直線Ｌ５が表示される。
【００６１】
　また、ウィンドウＷ２内のセッション情報表示領域Ｒ１には、図３に示すウィンドウＷ
１と同様に、セッションリスト表示領域Ｒ１１、セッション詳細表示領域Ｒ１２、及び一
括停止ボタンＢ１が設けられている。また、ウィンドウＷ２内の及びデバイス情報表示領
域Ｒ２には、デバイスリスト表示領域Ｒ２１及びデバイス詳細表示領域Ｒ２２が設けられ
ている。
【００６２】
　次に、上記構成における監視管理装置の動作について説明する。本実施形態における監
視管理装置５の基本的な動作は、第１実施形態の監視管理装置４と同様である。つまり、
通信システムＣＳ２の管理者の監視管理装置５に対する指示に基づいて無線デバイス１ａ
～１ｅのうちから通信を継続させる無線デバイスを特定し、特定した無線デバイス以外の
無線デバイスを選択し、選択した無線デバイスに対して監視管理装置５からスリープパケ
ットを送信する動作が行われる。
【００６３】
　但し、通信システムＣＳ２の管理者の指示によって、マルチホップ接続された無線デバ
イス１ｅが特定された場合には、まず制御部１５の通信経路探索部１５ｄによって、無線
デバイス１ｅからゲートウェイ２までの通信経路が探索される。次に、無線デバイス選択
部１５ａによって、この通信経路上に存在する無線デバイス１ｂ，１ｅ以外の無線デバイ
ス１ａ，１ｃ，１ｄが通信を停止させる無線デバイスとして選択される。そして、通信停
止制御部１５ｂの制御によって、これら無線デバイス１ａ，１ｃ，１ｄに対してスリープ
パケットが送信される。
【００６４】
　以上の通り、本実施形態では、通信を継続させる無線デバイス１ｅが特定されて一括停
止ボタンＢ１が押下された場合に、記憶部１４に記憶されたセッション情報Ｄ１及びデバ
イス情報Ｄ２を参照して無線デバイス１ｅからゲートウェイ２までの通信経路を探索する
とともに、探索した通信経路上の無線デバイス１ｂ，１ｅ以外の無線デバイス１ａ，１ｃ
，１ｄを選択し、選択した無線デバイス１ａ，１ｃ，１ｄの通信を一括して停止するよう
にしている。このため、通信システムＣＳ２の管理者によって特定された無線デバイス１
ｅの通信を継続するために必要となる無線デバイス（無線デバイス１ｂ，１ｅ）以外の無
線デバイス１ａ，１ｃ，１ｄの通信を、極めて容易な操作で迅速に停止させることができ
る。
【００６５】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。以上説明した第１，２実施形態は、管
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理者によって特定された無線デバイス（その特定された無線デバイスの通信を継続させる
ために必要な無線デバイス）以外の無線デバイスの通信を一括停止させることを基本とす
るものであった。これに対し、本実施形態は、セッション又は無線デバイス毎にプライオ
リティ（優先順位）を設定し、このプライオリティに基づいて無線デバイスの通信を一括
して停止させるものである。
【００６６】
　本実施形態の監視管理装置は、図１，図６に示す通信システムＣＳ１，ＣＳ２の何れで
あっても監視及び管理を行うことが可能であるが、以下では図６に示す通信システムＣＳ
２の監視及び管理を行うものであるとする。つまり、本実施形態の監視管理装置によって
監視及び管理される通信システムの全体構成は、図６に示す監視管理装置４に代えて本実
施形態の監視管理装置を設けた構成である。
【００６７】
　図９は、本発明の第３実施形態による監視管理装置の要部構成を示すブロック図である
。図９に示す通り、本実施形態の監視管理装置６は、入力部１１（入力手段）、表示部１
２（表示手段）、通信部１３、記憶部１４（記憶手段）、制御部１５（制御手段）、及び
ドライブ装置１６を備えており、図７に示す監視管理装置５とほぼ同様の構成であるが、
制御部１５にプライオリティ設定部１５ｅが設けられている点が図７に示す監視管理装置
５とは相違する。
【００６８】
　プライオリティ設定部１５ｅは、記憶部１４に記憶されたセッション情報Ｄ１のセッシ
ョン毎にプライオリティを設定する。具体的には、管理者の指示に基づいて、セッション
毎に値「０」～「５」の６段階のプライオリティを設定する。また、プライオリティ設定
部１５ｅは、管理者の指示に基づいて、通信を停止させるセッションを規定するプライオ
リティ閾値を設定する。このプライオリティ閾値で規定されるプライオリティよりも低い
プライオリティが設定されたセッションは停止される。
【００６９】
　ここで、本実施形態においても、上述した入力部１１～制御部１５の機能はハードウェ
アにより実現することもできるが、ソフトウェアにより実現することもできる。つまり、
記録媒体Ｍに記録されたプログラム（入力部１１～制御部１５の機能を実現するプログラ
ム）をドライブ装置１６を用いて読み出してコンピュータにインストールし、或いは、イ
ンターネット等のネットワークを介して記録媒体Ｍに記録されたプログラムと同様のプロ
グラムをダウンロードしてコンピュータにインストールすることにより、入力部１１～制
御部１５の機能をソフトウェアにより実現できる。
【００７０】
　図１０は、本発明の第３実施形態による監視管理装置に表示される表示内容の一例を示
す図である。図１０に示す通り、監視管理装置６の表示部１２に設けられた表示装置には
、図１０中に示すウィンドウＷ３が表示される。このウィンドウＷ３には、図８に示すウ
ィンドウＷ２と同様に、「トポロジ」タブＴ１及び「通信状況」タブＴ２が設けられてお
り、「トポロジ」タブＴ１が選択された場合には、トポロジ表示領域Ｒ０、セッション情
報表示領域Ｒ１、及びデバイス情報表示領域Ｒ２がウィンドウＷ３内に表示される。
【００７１】
　但し、セッション情報表示領域Ｒ１内のセッションリスト表示領域Ｒ１１には、セッシ
ョン毎の優先度を設定するリストボックスＶ１～Ｖ７が設けられており、セッション情報
表示領域Ｒ１内における一括停止ボタンＢ１の左側には、プライオリティ閾値を設定する
リストボックスＱ１が設けられている。管理者が入力部１１に設けられた入力装置を操作
するリストボックスＶ１～Ｖ７，Ｑ１の値を変更すれば、セッション毎に設定されるプラ
イオリティ及びプライオリティ閾値を「０」～「５」の範囲で可変することができる。
【００７２】
　次に、上記構成における監視管理装置の動作について説明する。尚、セッション毎のプ
ライオリティ及びプライオリティ閾値は、管理者の指示によって予め設定されているもの
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とする。図１０に示す例では、無線デバイス１ｂと無線デバイス１ｅとの間のセッション
のプライオリティのみ「２」に設定されており、残りのセッションのプライオリティは全
て「０」に設定されている。また、プライオリティ閾値は「２」に設定されている。
【００７３】
　以上の設定がなされている状態で、例えば自然災害の発生等によって異常事態が発生し
た旨の緊急警報（アラート）が有線ネットワークＮ１を介して管理監視装置６に送信され
てくると、まず制御部１５の通信経路探索部１５ｄによって、無線デバイス１ａ～１ｅか
らゲートウェイ２までの通信経路が探索される。次に、無線デバイス選択部１５ａによっ
て、プライオリティ閾値よりも低いプライオリティが設定されたセッションが、停止させ
るべきセッションとして選択される。
【００７４】
　ここで、マルチホップ接続されている無線デバイス１ｅからゲートウェイ２までの通信
経路については、プライオリティ閾値以上のプライオリティが設定されたセッションとプ
ライオリティ閾値よりも低いプライオリティが設定されたセッションとが混在する場合が
ある。このような場合には、その通信経路をなすセッションの全てが停止させるべきセッ
ションから除外される。図１０に示す例では、無線デバイス１ｂと無線デバイス１ｅとの
間のセッションのプライオリティが「２」に設定されており、無線デバイス１ｂとゲート
ウェイ２との間のセッションのプライオリティが「０」に設定されているため、これらの
セッションは停止させるべきセッションから除外される。
【００７５】
　よって、最終的に無線デバイス選択部１５ａで選択されるセッションは、無線デバイス
１ａとゲートウェイ２との間のセッション、無線デバイス１ｃとゲートウェイ２との間の
セッション、及び無線デバイス１ｄとゲートウェイ２との間のセッションである。停止さ
せるべきセッションが選択されると、通信停止制御部１５ｂの制御によって、これらのセ
ッションを停止させるために、無線デバイス１ａ，１ｃ，１ｄに対してスリープパケット
が送信される。
【００７６】
　以上の通り、本実施形態では、予めセッション毎のプライオリティと停止させるべきセ
ッションを規定するプライオリティ閾値とを設定しておき、緊急警報が送信されてきた場
合に、上記のプライオリティ及びプライオリティ閾値に基づいて停止させるセッションを
選択し、選択したセッションを停止させるために無線デバイス１ａ，１ｃ，１ｄに対して
スリープパケットを送信するようにしている。このため、例えば緊急時に、管理者が監視
管理装置６に対して指示を行わなくとも、予め意図した無線デバイス以外の無線デバイス
の通信を迅速に停止させることができる。
【００７７】
　尚、上記第３実施形態では、セッション毎にプライオリティが設定された例について説
明したが、無線デバイス毎にプライオリティを設定しても良い。また、無線デバイスにプ
ライオリティを設定する場合には、無線デバイス毎に１つのプライオリティを設定するの
ではなく、例えば図４（ｂ）に示す無線デバイスに関するパラメータ毎にプライオリティ
を設定しても良い。また、上記第３実施形態では、緊急警報が送信されてきた場合に、管
理者が予め意図した無線デバイス以外の無線デバイスの通信を停止させる例について説明
したが、管理者の指示によって一括停止ボタンＢ１が押下された場合にも同様の処理を行
わせることが可能である。
【００７８】
　以上、本発明の実施形態による監視管理装置、監視管理プログラム、及び記録媒体につ
いて説明したが、本発明は上述した実施形態に制限されることなく、本発明の範囲内で自
由に変更が可能である。例えば、上記実施形態では、ゲートウェイ２とシステムマネージ
ャ３とが別々の装置として実現されている例について説明したが、これらを１つの装置と
して実現することも可能である。更には、監視管理装置４，５，６の機能がシステムマネ
ージャ３に設けられた構成にすることも可能である。
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【符号の説明】
【００７９】
　１ａ～１ｅ　　　　無線デバイス
　４～６　　　　　　監視管理装置
　１１　　　　　　　入力部
　１２　　　　　　　表示部
　１４　　　　　　　記憶部
　１５　　　　　　　制御部
　ＣＳ１，ＣＳ２　　通信システム
　Ｄ１　　　　　　　セッション情報
　Ｄ２　　　　　　　デバイス情報
　Ｍ　　　　　　　　記録媒体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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